
５　平成26年度5月補正予算案事業一覧

＜一般会計＞

歳出

（単位：千円）

補正前 補正額 補正後

総務費 1 中山間地域振興事業 245,503 11,900 257,403

国　過疎地域等自立活性化推進交付金 0 10,000 10,000

繰　地域振興等基金繰入金 203,000 0 203,000

繰　過疎地域自立促進事業基金繰入金 2,200 0 2,200
諸　子ども農山村交流地域活性化
　　モデル事業助成金 0 1,900 1,900

諸　その他収入 85 0 85

一　般　財　源 40,218 0 40,218

◆ (1) 交流・居住促進事業 19,226 1,900 21,126

・事業内容

　都市部と中山間地域における交流を促進する子ども中山間地域交流事業の実施

　　内　容　学校間交流プログラムの策定、宿泊体験活動(2泊3日)の実施

　　　　　　モデル実施体制の確立、事例発表、広報・PR

・補正理由

　　国の内示に伴う事業費及び財源の追加

・補正内容

　  委託料　1,900千円（1,513千円→3,413千円）

・財源

　　諸10/10　子ども農山村交流地域活性化モデル事業助成金 1,900千円

◆ (2) 中山間地域生活支援事業 25,148 10,000 35,148

・事業内容

　春野地域の振興・活性化、定住(移住)人口の拡大を図る過疎地域等自立活性化

　推進事業（はるの田舎暮らしわくわくプラン）の実施に伴う交付金の交付

　　田舎暮らし移住相談等による移住・定住支援

　　耕作放棄地の利活用、未就学児や児童の居場所づくり

　　地域住民等による自立した地域づくり活動推進　ほか

・交付先　　田舎暮らし推進事務局春野支部

　　　　　（春野地域選出の浜松市田舎暮らし相談員等から組織）

・補正理由

　　国の内示に伴う事業費及び財源の追加

・補正内容

　　負担金補助及び交付金　10,000千円（2,870千円→12,870千円）

・財源

　　国10/10　過疎地域等自立活性化推進交付金　10,000千円

　

事　業



（単位：千円）

補正前 補正額 補正後事　業

総務費 2 消費生活推進事業 4,368 29,650 34,018

県　消費者行政活性化事業費補助金 0 29,900 29,900

一　般　財　源 4,368 △ 250 4,118

◆ (1) 消費生活支援事業 3,672 29,650 33,322

・事業内容

　消費者行政の強化・充実にかかる事業の実施

　　消費者生活に関する相談事業、啓発事業、消費者団体の育成

　　消費者教育推進地域協議会の設置

    消費者教育推進計画の策定

　　公共交通機関や雑誌を活用した被害防止啓発広告の掲載　など

・補正理由

　　県の内示に伴う事業費及び財源の追加

・補正内容

　　役務費　10,500千円（   42千円→10,542千円）啓発広告料

　　委託料　16,100千円（  931千円→17,031千円）消費者教育フェア開催等

　　その他　 3,050千円（2,699千円→ 5,749千円）啓発物品購入等

・財源

　　県10/10　消費者行政活性化事業費補助金　29,900千円

　　　　　 （歳出補正額との差額250千円は現計予算の対象事業に充当）



（単位：千円）

補正前 補正額 補正後事　業

衛生費 1 母子予防接種事業 1,669,929 330,571 2,000,500

使　予防接種証明手数料 18 0 18

国　感染症予防事業費等補助金 1,272 0 1,272

県　予防接種後健康状況調査委託金 103 0 103

一　般　財　源 1,668,536 330,571 1,999,107

・事業内容

　　感染症のまん延を未然に防ぐため、水痘ワクチン定期接種の実施

　　（集団予防を図る目的であるＡ類疾病）

　　対 象 者：1歳から3歳未満に2回接種

　　　　　　　3歳から5歳未満に1回接種（26年度のみの経過措置）

　　開始時期：対象者の接種機会確保の観点から、接種開始に向けた準備期間を

　　　　　　　考慮したうえで9月1日から実施予定（法制化は10月1日の予定）

　　自己負担：なし

・補正理由

　　平成26年10月からの水痘ワクチンの定期接種化に向けた予防接種法の

　　政令の改正が見込まれることに伴う予防接種事業費の追加

・補正内容

　　委託料　328,756千円（1,657,384千円→1,986,140千円）予防接種関係委託

　　その他　　1,815千円（　 12,347千円→　 14,162千円）郵便料等

2 成人予防接種事業 482,651 126,949 609,600

一　般　財　源 482,651 126,949 609,600

・事業内容

　　成人用（高齢者）肺炎球菌ワクチンの定期接種の実施

　  （個人予防・重症化防止目的に比重を置くＢ類疾病）

　　対 象 者：65歳の者及び60歳以上65歳未満の基礎疾患を有する者に1回接種

　　　　　　　70歳から100歳までの5年刻みに1回接種（30年度までの経過措置）

　　開始時期：10月1日から実施予定（法施行どおり）

　　自己負担：4,500円（ワクチン代相当分。ただし生活保護者は無料）

・補正理由

　　平成26年10月からの成人用（高齢者）肺炎球菌ワクチンの定期接種化に向けた

　　予防接種法の政令の改正が見込まれることに伴う予防接種事業費の追加

・補正内容

　　委託料　124,838千円（480,839千円→605,677千円）予防接種関係委託

　　その他　　2,111千円（　1,812千円→　3,923千円）郵便料等



（単位：千円）

補正前 補正額 補正後事　業

農林水 1 林業・木材産業施設整備事業 0 90,295 90,295
産業費 県　森林整備加速化・林業再生事業費

　　補助金 0 90,295 90,295
◆

0 90,295 90,295

・事業内容

　　高性能林業機械及び木材加工流通施設等整備費用に対する助成

　　　補助対象者　　林業関係団体

　　　補助対象事業　高性能林業機械及び木材加工流通施設等の整備費

　　　補助率　　　　対象経費（消費税除く）の1/2

・補正理由

　　県の内示に伴う事業費及び財源の追加

・補正内容

　　負担金補助及び交付金　90,295千円（皆増）

　　　補助基準額　180,590千円×1/2＝90,295千円

　　　負担割合　市1/2（県基金10/10）、事業者1/2

・財源　県10/10　森林整備加速化・林業再生事業費補助金　90,295千円

土木費 1 土木管理運営経費 56,047 14,035 70,082

諸　その他収入 45 0 45

一　般　財　源 56,002 14,035 70,037

・事業内容

　　南土木整備事務所の移転に伴う経費

　　　現住所　浜松市南区堤町1011

　　　移転先　浜松市中区北寺島町617-6（現　中日本高速道路㈱浜松工事事務所）

　　　　H26.4 　　中日本高速道路㈱から浜松社屋施設を無償譲渡

　　　　H26.10　　中日本高速道路㈱浜松工事事務所が退去

　　　　H26.11～　事務所棟内整備工事

　　　　H27.2　　 南土木整備事務所移転（堤町から北寺島町へ）

・補正理由

　　平成27年2月移転先事務所開設のため

・補正内容

　　委託料　　　2,672千円（ 9,495千円→12,167千円）清掃、設備保守等委託

　　工事請負費　7,500千円（17,514千円→25,014千円）案内看板設置等

　　その他　　　3,863千円（24,318千円→28,181千円）光熱水費、消耗品等

(1) 林業機械・施設緊急整備助成事業
　　（補助金）



（単位：千円）

補正前 補正額 補正後事　業

消防費 1 消防団員福利厚生事業 157,551 16,600 174,151

諸　消防団員退職報償金受入金 66,890 16,600 83,490

諸　消防賞じゅつ金収入 669 0 669

諸　消防団員福祉共済制度事務配当金 163 0 163

一　般　財　源 89,829 0 89,829

◆ (1) 消防団員退職報償金支給事業 74,323 16,600 90,923

・事業内容

　　退職した消防団員に対する階級及び勤務年数に応じた退職報償金の支給

・補正理由

　　平成26年4月の消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の

　　改正による消防団員退職報償金支払額の引き上げに伴う追加

・補正内容

　　報償費　16,600千円（74,323千円→90,923千円）一人あたり一律50千円増額

・財源

　　諸10/10　消防団員退職報償金受入金　16,600千円


